
 電子的歯科診療情報連携体制整備加算（歯ＤＸ１、２）の施設基準の設定 

（1） 院内患者の「ファイル」メニューの

「令和 8 年 6 月保険改正 申請情

報…」を開きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 一番上の「電子的歯科診療情報連携体制整備加算」の「届出済み」にチェックし、

届け出が受理された年月を登録します。 

 

 

 

 

 

 

 日付を登録した項目は、赤字で表示されます。 

 [OK] で画面を閉じます。 

  



（3） 設定を有効にするため、システムを終了します。 

右下のタスクバーにある One エージェント（ １ のアイコン）を右クリックし、

メニューの一番下の [強制終了] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4） メッセージが表示されるので、 [はい] をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

  

①右クリック 

②クリック 

タスクバーにアイコンがない場合は、

ここをクリックして表示させます 

 



（5）  [院内患者] が表示されると「電子的歯科診療情報連携整備体制加算 申請確認」

の設定画面が表示されます。「加算の種類」をクリックし、届出を行った加算を選択

して [OK] で閉じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6） 処置の入力 

カルテに処置を入力した時に「電子的歯科診療情報連携整備体制加算を追加します

か？」と表示されるので、 [追加] をクリックしてカルテに入力します。 

 

 

 

 

 


